
 

  

 平成２７年 

 第１回市議会定例会 議案第４８号 

   函館市介護保険条例の一部改正について 

 函館市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２７年２月２６日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市介護保険条例の一部を改正する条例 

 函館市介護保険条例（平成１２年函館市条例第２１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第４条各号列記以外の部分中「平成２４年度から平成２６年度」を「  

平成２７年度から平成２９年度」に改め，同条第１号中「３０，１２０ 

円」を「３１，８００円」に改め，同条第２号中「３０，１２０円」を  

「４７，７００円」に改め，同条第３号中「４５，１８０円」を「 

４７，７００円」に改め，同条第６号中「第３８条第１項第６号」を「  

第３８条第１項第９号」に，「９０，３６０円」を「１０８，１２０円」 

に改め，同号を同条第９号とし，同条第５号中「第３８条第１項第５号」  

を「第３８条第１項第６号」に，「７５，３００円」を「７６，３２０ 

円」に改め，同号を同条第６号とし，同号の次に次の２号を加える。  

 (7) 政令第３８条第１項第７号に掲げる者  ８２，６８０円 

 (8) 政令第３８条第１項第８号に掲げる者  ９５，４００円 

 第４条第４号中「第３８条第１項第４号」を「第３８条第１項第５号」  

に，「６０，２４０円」を「６３，６００円」に改め，同号を同条第５ 

号とし，同条第３号の次に次の１号を加える。  

 (4) 政令第３８条第１項第４号に掲げる者  ５７，２４０円 

 第６条第３項中「およびハ」を「もしくはニ」に，「または第５号ロ」  

を「，第５号ロ，第６号ロ，第７号ロまたは第８号ロ」に，「第５号ま 

で」を「第８号まで」に改める。 

 附則第３条の次に次の１条を加える。 



 

  

 （介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置） 

第３条の２ 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活 

 支援総合事業については，介護予防および生活支援の体制整備の必要  

 性等に鑑み，その円滑な実施を図るため，平成２７年４月１日から平 

 成２９年３月３１日までの間は行わず，同年４月１日から行うものと  

 する。 

   附 則 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条および第６条第３項の規定は，平成２７年度以後の  

 年度分の保険料について適用し，平成２６年度分までの保険料につい  

 ては，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 平成２７年度から平成２９年度までの保険料率を定め，介護保険法施 

行令の一部改正に伴い保険料率の算定に係る第１号被保険者の区分を改 

め，および介護保険法の一部改正に伴う介護予防・日常生活支援総合事 

業の実施に関する経過措置を定めることとするため 


